
 

「進学届」で以下の選択をしている場合、奨学金は振り込まれません。 

給付奨学金が振り込まれていない場合 

 

①「進学届」で給付奨学金を「辞退」している。 

 ⇒給付奨学金を辞退しています。給付奨学金を希望する場合は再申込みが必要です。 

  在学している学校を通じて再度申し込み手続きを行ってください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

②「進学届」で給付奨学金の「停止」を選択している。 

 ⇒給付奨学金の振込停止を選択しているため振り込まれません。 

誤入力の場合や、復活を希望する場合は速やかに在学している学校に申し出てください。 

 

 

 

 

 

 

 

③「進学届」で国費による「支援を受けている（又は「支援を受ける予定である」）」を選択している。 

 ⇒振込金額は「０円」になります。誤入力の場合は速やかに在学している学校に申し出てください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事例】 「進学届」の選択により奨学金が振り込まれない場合 



第一種奨学金が振り込まれていない場合 

 

①「進学届」で「授業料等減免」を希望している。 

 ⇒給付奨学金の支給は受けていなくても、授業料等減免の支援を受けている場合は、第一種奨学金は

併給調整の対象となります（多くの場合は減額となり、0 円となる場合もあります）。 

 

 

 

 

 

  ※第一種奨学金の貸与月額（併給調整）は以下をご確認ください。 

    給付奨学金と併せて利用する第一種奨学金の貸与月額（併給調整） | JASSO 

https://www.jasso.go.jp/shogakukin/about/taiyo/taiyo_1shu/kingaku/2019ikou.html 

 

②「進学届」で貸与奨学金を「辞退」している。 

 ⇒貸与奨学金を辞退しています。貸与奨学金を希望する場合は再申込みが必要です。 

  在学している学校を通じて再度申し込み手続きを行ってください。 
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